
 

平成２０年度能美市補正予算書 
― 平成２１年３月２７日議決分 ― 

 

一般会計（第６号） 

特別会計 

   国民健康保険特別会計（第３号） 

   後期高齢者医療特別会計（第２号） 

    介護保険特別会計（第２号） 

   公共下水道事業特別会計（第４号） 

農業集落排水事業特別会計（第３号） 

  企業会計 

水道事業会計（第１号） 

工業用水道事業会計（第２号） 

国民健康保険能美市立病院事業会計（第２号） 



                                                  （能美市一般会計） 
 

- 1 - 

 議案第２８号 
 

平成２０年度能美市一般会計補正予算（第６号） 

 
平成２０年度能美市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 
  （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７，０００千円を追加し、歳入歳出それぞれ２２，７６８，０００千円と  

する。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 
 

  （債務負担行為の補正） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の廃止は「第２表 債務負担行為補正」による。 
 

  （地方債の補正） 
第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
 

  （繰越明許費） 
第４条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第４表 繰越明許費」による。 
 
 

 



                                                  （能美市一般会計） 
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     平成２１年３月１０日 提出 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 市 税 ７，７０７，４６８ ３２，５２０ ７，７３９，９８８

1 市 民 税 ３，３１３，１４３ ２，３００ ３，３１５，４４３

2 固定資産税 ３，３８２，１１５ ２４，５２０ ３，４０６，６３５

3 軽自動車税 ７９，５０６ ６００ ８０，１０６

8 都市計画税 ６２６，９０２ ５，１００ ６３２，００２

3 利子割交付金 ２０，０００ １２，６８９ ３２，６８９

1 利子割交付金 ２０，０００ １２，６８９ ３２，６８９

12 分担金及び負担金 ７２２，５８２ １４５ ７２２，７２７

1 分 担 金 ２８，７２４ △３８０ ２８，３４４

2 負 担 金 ６９３，８５８ ５２５ ６９４，３８３

13 使用料及び手数料 ３８８，６９９ △２００ ３８８，４９９

2 手 数 料 ２２，０５８ △２００ ２１，８５８

14 国庫支出金 ２，４６５，６００ △６，５５４ ２，４５９，０４６

2 国庫補助金 １，８５３，０１９ △６，５７７ １，８４６，４４２

3 国庫委託金 ９，３２２ ２３ ９，３４５

15 県 支 出 金 ８７２，４９０ ６０ ８７２，５５０

1 県 負 担 金 ３７６，４７９ △１３４ ３７６，３４５
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

2 県 補 助 金 ３７５，４９３ △２，０７８ ３７３，４１５

3 県 委 託 金 １２０，５１８ ２，２７２ １２２，７９０

16 財 産 収 入 ４８，４４８ ２２，９４７ ７１，３９５

1 財産運用収入 ４３，４３８ △１，１１６ ４２，３２２

2 財産売払収入 ５，０１０ ２４，０６３ ２９，０７３

17 寄 附 金 ５１，２３９ １，９６６ ５３，２０５

1 寄 附 金 ５１，２３９ １，９６６ ５３，２０５

18 繰 入 金 １，２５０，９６８ ５９，８７９ １，３１０，８４７

1 基金繰入金 １，２５０，９６８ ５９，１４０ １，３１０，１０８

2 特別会計繰入金 ０ ７３９ ７３９

20 諸 収 入 ５３３，８９９ △１，０５２ ５３２，８４７

3 貸付金元利収入 ３１９，１７９ △３，１９１ ３１５，９８８

4 雑 入 ２１３，９０８ ２，７０２ ２１６，６１０

5 受託事業収入 ８００ △５６３ ２３７

21 市 債 ３，１６４，５００ △４５，４００ ３，１１９，１００

1 市 債 ３，１６４，５００ △４５，４００ ３，１１９，１００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２２，６９１，０００ ７７，０００ ２２，７６８，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 議 会 費 ２１７，７７０ △５９９ ２１７，１７１

1 議 会 費 ２１７，７７０ △５９９ ２１７，１７１

2 総 務 費 ２，５７６，０１３ ４，９９９ ２，５８１，０１２

1 総務管理費 ２，１９１，２２１ ３，８９２ ２，１９５，１１３

2 徴 税 費 ２６６，８４６ ６，７１９ ２７３，５６５

3 戸籍住民基本台帳費 ６７，９３５ △８，８６０ ５９，０７５

4 選 挙 費 ３３，０３７ △１，２４４ ３１，７９３

6 監査委員費 １１，４５３ ４，４９２ １５，９４５

3 民 生 費 ６，０６０，３５９ ２９，７３０ ６，０９０，０８９

1 社会福祉費 ２，５４２，５９９ ９２，９１６ ２，６３５，５１５

2 児童福祉費 ３，３７９，９５９ △６３，１８６ ３，３１６，７７３

4 衛 生 費 １，４７７，８００ ２０４，５８８ １，６８２，３８８

1 保健衛生費 ６８１，７８０ １９３，２７４ ８７５，０５４

2 環境衛生費 １８３，４５８ ５７８ １８４，０３６

3 清 掃 費 ６１２，５６２ １０，７３６ ６２３，２９８

6 農林水産業費 ７１４，６８３ △２６，４８８ ６８８，１９５

1 農 業 費 ５８８，９９７ △１１，７８４ ５７７，２１３
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

2 林 業 費 １２５，６３６ △１４，７０４ １１０，９３２

7 商 工 費 １，２４９，６４４ ４，８４６ １，２５４，４９０

1 商 工 費 １，２４９，６４４ ４，８４６ １，２５４，４９０

8 土 木 費 ４，１２４，７３２ △１５８，４２９ ３，９６６，３０３

1 土木管理費 １３８，３５７ △２，０７９ １３６，２７８

2 道路橋りょう費 １，２４１，００１ △１１８，６０６ １，１２２，３９５

3 河 川 費 ６４，３２７ △２６０ ６４，０６７

4 都市計画費 ２，２４０，１３１ △３７，６５４ ２，２０２，４７７

5 住 宅 費 ４４０，９１６ １７０ ４４１，０８６

9 消 防 費 ４６７，１０３ ３，９４１ ４７１，０４４

1 消 防 費 ４６７，１０３ ３，９４１ ４７１，０４４

10 教 育 費 ２，６１８，６０１ １０，１２６ ２，６２８，７２７

1 教育委員会費 ２８４，９３５ △２８ ２８４，９０７

2 小 学 校 費 ４０６，５９４ １，３５７ ４０７，９５１

3 中 学 校 費 ６９３，３４１ ６４７ ６９３，９８８

5 社会教育費 ７１９，５９７ △４，５５３ ７１５，０４４

6 保健体育費 ５１３，６６７ １２，７０３ ５２６，３７０
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

12 公 債 費 ３，１４７，５９４ ０ ３，１４７，５９４

1 公 債 費 ３，１４７，５９４ ０ ３，１４７，５９４

13 諸 支 出 金 ２２，５１０ ４，２８６ ２６，７９６

1 基 金 費 ２２，５１０ ４，２８６ ２６，７９６

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２２，６９１，０００ ７７，０００ ２２，７６８，０００
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　廃止

期　間 限　度　額 期　間 限　度　額

市有固定資産管理事業及び財務諸表作成業務 － 0千円
平成２１年度から
平成２３年度まで

32,739千円

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後
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追加・変更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

121,500 84,400

179,100 145,500

266,000 257,400

4,200 3,400

3,800 0

13,300 14,000

163,800 127,800

64,800 63,900

0 74,700

計 3,164,500 3,119,100

第　　３　　表　　　　地　　方　　債　　補　　正

起債の目的
補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

普通貸借又
は証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

市道８３号線
整備事業債

水辺環境整備
事業債

地方特定道路
整備事業債
（街路）

減収補てん債

里山公園整備
事業債

臨時地方道整
備事業債

地方特定道路
整備事業債

小松インター
線整備事業債

北中央線整備
事業債
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（単位：千円）

項 事　　業　　名 金　　　　　額

2 総務費 1 総務管理費 定額給付金給付事業 784,323

3 民生費 1 社会福祉費 小規模多機能型居宅介護拠点整備事業 15,000

2 児童福祉費 子育て応援特別手当事業 40,551

湯野地区児童館建設事業 290,000

山口保育園施設改修事業 12,500

6 農林水産業費 1 農業費 県営農業用水再編対策事業負担金 424

8 土木費 2 道路橋りょう費 小松インタ－線道路改良事業 190,000

市道福岡赤井線道路改良事業 2,500

市道赤井８号線道路改良事業 2,500

交通安全施設整備事業湯野地区 3,200

北中央線道路改良事業 1,200

根上国道線道路改良事業 75,000

款

第　４　表　　　繰　越　明　許　費
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（単位：千円）

項 事　　業　　名 金　　　　　額款

  (土木費) 4 都市計画費 都市計画マスタープラン策定事業 12,400

中心市街地活性化事業 8,250

都市計画南中央線道路改良事業 90,000

中心街活性化事業 620,000

辰口里山公園建設事業 74,000

5 住宅費 (仮称）新粟生住宅建設事業 215,000

10 教育費 2 小学校費 小学校施設整備事業 17,312

小学校耐震補強事業 22,000

3 中学校費 中学校施設整備事業 12,538

計 2,488,698
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 議案第２９号 
 
 

平成２０年度能美市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 
 

平成２０年度能美市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５，２７８千円を追加し、歳入歳出それぞれ４，２３８，０７８千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

3 国庫支出金 ９４４，９５２ ２４０ ９４５，１９２

2 国庫補助金 ２００，７３０ ２４０ ２００，９７０

11 繰 入 金 ３０９，０８４ ２５，０３８ ３３４，１２２

1 一般会計繰入金 ２２４，４８４ ２５，０３８ ２４９，５２２

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４，２１２，８００ ２５，２７８ ４，２３８，０７８
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ５２，６４５ ２５，２７８ ７７，９２３

1 総務管理費 ４０，３５８ ２５，２７８ ６５，６３６

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４，２１２，８００ ２５，２７８ ４，２３８，０７８

- 3 - (能美市国民健康保険特別会計)
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 議案第３０号 
 
 

平成２０年度能美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 
 

平成２０年度能美市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３６６千円を追加し、歳入歳出それぞれ４２０，４６６千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市後期高齢者医療特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

4 繰 入 金 ９８，００７ １，３６６ ９９，３７３

1 一般会計繰入金 ９８，００７ １，３６６ ９９，３７３

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４１９，１００ １，３６６ ４２０，４６６

- 2 - (能美市後期高齢者医療特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ９，３７０ １，３６６ １０，７３６

1 総務管理費 １，６６６ １，３６６ ３，０３２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４１９，１００ １，３６６ ４２０，４６６

- 3 - (能美市後期高齢者医療特別会計)



 - 1 - 

 
 議案第３１号 
 

平成２０年度能美市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 
平成２０年度能美市の介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 
  （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に保険事業勘定歳入歳出それぞれ８４，０００千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１，１５

０千円を追加し、保険事業勘定歳入歳出それぞれ３，０８４，０７５千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１１，８５０千円と

する。 
２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 
３ サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第２表  

歳入歳出予算補正」による。 
  （地方債の補正） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる既定の地方債の変更は、「第３表 地方債の補正」による。 

 
 

     平成２１年３月１０日 提出 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

（能美市介護保険特別会計）

 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 保 険 料 ５３６，３３３ １８，３７２ ５５４，７０５

1 介護保険料 ５３６，３３３ １８，３７２ ５５４，７０５

3 国庫支出金 ６５１，０９３ ９，２８１ ６６０，３７４

1 国庫負担金 ４９１，４５０ １６，３２２ ５０７，７７２

2 国庫補助金 １５９，６４３ △７，０４１ １５２，６０２

4 支払基金交付金 ８９２，３７２ ２５，２２３ ９１７，５９５

1 支払基金交付金 ８９２，３７２ ２５，２２３ ９１７，５９５

5 県 支 出 金 ４３８，３０８ １１，７４９ ４５０，０５７

1 県 負 担 金 ４２５，７２０ １２，２７２ ４３７，９９２

2 県 補 助 金 １２，５８８ △５２３ １２，０６５

8 繰 入 金 ４５２，６３２ ３４，１７５ ４８６，８０７

1 一般会計繰入金 ４５２，６３２ ３４，１７５ ４８６，８０７

11 市 債 ２８，２００ △１４，８００ １３，４００

1 市 債 ２８，２００ △１４，８００ １３，４００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，０００，０７５ ８４，０００ ３，０８４，０７５

- 2 - (能美市介護保険事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ４７，９３３ １００ ４８，０３３

1 総務管理費 １６，９５２ １００ １７，０５２

2 保険給付費 ２，８２２，０００ ８７，９８６ ２，９０９，９８６

1 介護サービス等諸費 ２，５５０，６００ ７９，７６０ ２，６３０，３６０

2 介護予防サービス等諸費 １３６，５００ △４，０１４ １３２，４８６

4 高額介護サービス等費 ３７，７６０ ５，８４０ ４３，６００

5 特定入所者介護サービス等費 ９３，７２０ ６，４００ １００，１２０

4 地域支援事業費 ８４，８７９ △４，０８６ ８０，７９３

1 介護予防事業費 ５７，６２７ △３，９０８ ５３，７１９

2 包括的支援事業・任意事業 ２７，２５２ △１７８ ２７，０７４

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，０００，０７５ ８４，０００ ３，０８４，０７５

- 3 - (能美市介護保険事業勘定)



第　２　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 サービス収入 １０，６２０ ４２１ １１，０４１

1 介護予防サービス収入 １０，６２０ ４２１ １１，０４１

3 繰 越 金 １０ ７２９ ７３９

1 繰 越 金 １０ ７２９ ７３９

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １０，７００ １，１５０ １１，８５０

- 4 - (能美市介護サービス事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ７，９４９ ７７９ ８，７２８

1 総務管理費 ７，９４９ ７７９ ８，７２８

2 サービス事業費 ２，６５１ ３７１ ３，０２２

1 居宅サービス事業費 ２，６５１ ３７１ ３，０２２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １０，７００ １，１５０ １１，８５０

- 5 - (能美市介護サービス事業勘定)



- 6 -
（能美市介護保険特別会計）

　変更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

28,200 13,400

計 28,200 13,400

第　　３　　表　　　　地　　方　　債　　補　　正

起債の目的
補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

財政安定化
基金貸付金

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

普通貸借又
は証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行



 - 1 - 

 
 議案第３２号 
 
 

平成２０年度能美市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 
 

平成２０年度能美市の公共下水道事業特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４，４００千円を減額し、歳入歳出それぞれ２，９４０，２００千円と  

する。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 
 

  （地方債の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる既定の地方債の変更は、「第２表

  地方債の補正」による。 

 
（繰越明許費） 

 第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 
  
 

（能美市公共下水道事業特別会計） 



 - 2 - 

     
 
 
 平成２１年３月１０日 提出 

 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

（能美市公共下水道事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 分担金及び負担金 １４８，５０１ １，０００ １４９，５０１

1 負 担 金 １４８，５０１ １，０００ １４９，５０１

2 使用料及び手数料 ７００，０１８ △２６，０００ ６７４，０１８

1 使 用 料 ７００，００７ △２６，０００ ６７４，００７

8 市 債 １，１５６，９００ ６００ １，１５７，５００

1 市 債 １，１５６，９００ ６００ １，１５７，５００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２，９６４，６００ △２４，４００ ２，９４０，２００

- 3 - (能美市公共下水道事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 事 業 費 ９５６，８９１ △２４，４００ ９３２，４９１

1 事 業 費 ９５６，８９１ △２４，４００ ９３２，４９１

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２，９６４，６００ △２４，４００ ２，９４０，２００

- 4 - (能美市公共下水道事業特別会計)



- 5 -
（能美市公共下水道事業特別会計）

　変更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

35,800 36,400

計 1,156,900 1,157,500

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

第　　２　　表　　　　地　　方　　債　　補　　正

起債の目的
補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

流域下水道事
業債

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

普通貸借又
は証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）



- 6 - （能美市公共下水道事業特別会計）

（単位：千円）

項 事　　業　　名 金　　　　　額

1 事　業　費 1 事業費 下水道維持管理費 54,000

下水道建設事業費 32,000

加賀沿岸流域下水道事業費 6,000

計 92,000

款

第　３　表　　　繰　越　明　許　費



 - 1 - 

 
 議案第３３号 
 
 

平成２０年度能美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 
 

平成２０年度能美市の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 
（繰越明許費） 

 第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第

１表 繰越明許費」による。 
 

 
  
 
 

 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市農業集落排水事業特別会計） 



- 2 - （能美市農業集落排水事業特別会計）

（単位：千円）

項 事　　業　　名 金　　　　　額

1 事　業　費 1 事業費 農業集落排水処理施設管理費 1,000

農業集落排水処理施設建設費 2,500

計 3,500

款

第　１　表　　　繰　越　明　許　費
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